
旅館業
葛飾区旅館業法施⾏条例第７条第2号

旅館業の施設には、公衆の⾒やすい場所に、施設の名称その
他規則で定める事項を掲げること。

（規則で定める掲示事項）
〇 施設の名称
〇 管理者等の緊急連絡先
〇 管理者等の氏名
〇 宿泊定員
〇 営業の種別
〇 その他区⻑が必要と

認める事項

第７条関係︓標識の掲⽰

４項目は今回、新たに追加

新規定

「旅館業施設の標識（規則第１２条関係）」
を掲示
（※事業者自身で独自の看板・標識を施設に
掲示することは問題ないが、区の標識も必ず
掲示しなければならない。）



旅館業

【共同住宅の場合】
各住⼾における⽞関に標識を掲示する

ことに加え、共同玄関の集合ポスト等に
簡易版の⼩さい標識を掲示すること。

第７条関係︓標識の掲⽰
旅館業施設の標識（規則第１２条関係）


